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 今年の改正税法  

 インボイス事業者即時登録 

 

 

◆今年の消費税法の改正とされた条文 

 今年の税制改正は、「所得税法等の一部を

改正する法律」という全２０条の一括法（所謂

束ね法）でなされています。この中での消費

税法の改正は、第７条で消費税本法の改正、

第２０条で平成２８年の改正税法の消費税部

分（第５条）の中の未施行条文とそれに関連

する附則条文の改正をしています。 

 平成２８年の消費税改正はインボイス制度の

導入立法です。その時の附則の規定としては、

令和５年１０月１日から、インボイス制度が開始

されるので、当初からインボイス（適格請求書）

発行事業者になるためには令和５年３月３１日

までに登録申請をすること、それ以後におい

ては、特に、免税事業者がインボイス発行事

業者になるには、新規に課税期間となる初日

以前１月前の日までに、登録申請書を提出す

ること、としていました。 

 

◆今年の改正で６年間の延長と即時登録に 

 今年の税制改正で、免税事業者が、令和 

５年１０月１日から令和１１年９月３０日までの

日の属する課税期間中に行うインボイス発行

事業者になる為の登録では、任意のタイミン

グでよいこととし、その登録で即時にインボイ

ス発行事業者の資格を得られることと改正さ

れました。 

 この登録には、課税事業者選択届出書の提

出は不要です。 

 

 

 

◆２年縛りと３年縛りの制限 

 今年の改正の結果、任意での即時登録者には、登

録日の属する課税期間の翌課税期間と翌々課税期

間においては消費税の免税事業者に戻る選択が出

来なくなりました。なお、令和５年１０月１日を含む課

税期間での登録者には、改正前のまま、この２年縛り

の制限はありません。 

 また、調整対象固定資産（１００万円以上）を取得し

た場合の３年縛りの制限は、即時登録した元免税事

業者にはありません。理由は、３年縛りの規定が、 

「課税事業者選択届」を提出した者を対象とするから

です。 

 同じ３年縛りでも、高額特定資産（１０００万円以上）

の取得の場合には、「選択届」提出者との限定がない

ので、制限ありです。 

 

◆税法本法の規定なのに 

 措置法的な、令和５.１０.１～令和１１.９.３０というイン

ボイス登録時限規定は、消費税法本法本文上の規

定としては不自然です。 

 その通り、これは本文規定ではなく、附則の規定、

それも平成２８年改正税法の中の附則第４４条につい

ての本年改正規定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


